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相
談・催
し・募
集

令
和
８
年
度 

医
療
技
術
職
員

修
学
資
金
貸
与
者
募
集

南
魚
沼
市
立
病
院
に
勤
務
す
る

医
療
技
術
職
員
の
充
足
を
目
的

に
、
修
学
資
金
を
貸
与
し
ま
す
。

対
象　
看
護
師
養
成
学
校
、
薬
剤

師
養
成
学
校
の
い
ず
れ
か
に
入

学
予
定
か
在
学
中
で
、
将
来
、

南
魚
沼
市
立
病
院
に
勤
務
す
る

意
思
が
あ
る
人

定
員　
若
干
名
（
予
算
の
範
囲
）

貸
与
額　
月
額
５
０
，０
０
０
円

返
済
免
除　
条
件
を
満
た
し
た
場

合
、
返
済
を
免
除
し
ま
す
。

応
募
方
法　
必
要
書
類
を
提
出

締
切　
２
月
９
日
㈪ 

必
着

詳
細　
Ｑ
Ｒ
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
・
申
市
民
病
院 

経
営
企
画
課

人
事
管
理
係

�

☎
７
８
８・１
２
２
２

詳しくは

令
和
８
年
度 

二
十
歳
を
祝
う
会

対
象　
平
成
17
年
４
月
２
日
～
平

成
18
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
、

市
内
の
中
学
校
を
卒
業
し
た

人
、
中
学
校
在
学
時
に
市
内
に

住
ん
で
い
た
人
、
令
和
８
年
１

月
１
日
現
在
で
市
内
に
住
所
の

あ
る
人
（
３
月
中
旬
に
、
対
象

者
へ
案
内
を
送
付
し
ま
す
）

日
時　
５
月
３
日
（
日
・
祝
）

　

午
後
２
時
開
式
（
予
定
）

　

受
付
：
午
後
１
時
～
１
時
50
分

会
場　
市
民
会
館 

大
ホ
ー
ル

そ
の
他　
司
会
進
行
や
受
付
な
ど
、

運
営
の
一
部
を
手
伝
っ
て
く
れ
る

参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
グ

ル
ー
プ
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
電

話
か
メ
ー
ル
で
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

締
切　
令
和
８
年
３
月
６
日
㈮

問
総
務
課 

防
災
庶
務
班

�

☎
７
７
３・６
６
６
０

詳しくは

公
営
住
宅
の
公
募
（
予
定
）

次
回
の
入
居
者
募
集
は
、
市
報
２

月
号
に
募
集
住
戸
を
掲
載
し
、
２
月

２
日
㈪
か
ら
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

各種相談・講座・催しなど ・費用の記載のないものは無料、申し込みの記載のないものは直接会場まで
・相談の内容など秘密は守られます

※
入
居
に
関
す
る
相
談
は
随
時
受

け
付
け
て
い
ま
す

問
福
祉
課 

公
営
住
宅
係

�

☎
７
７
３・６
６
６
７

消
防
出
初
式
を
開
催
し
ま
す

南
魚
沼
市
消
防
団
で
は
、
方
面

隊
毎
に
消
防
出
初
式
を
行
い
ま
す
。

当
日
は
市
内
全
域
で
サ
イ
レ
ン

吹
鳴
を
行
い
ま
す
。
火
災
と
間
違

え
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

サ
イ
レ
ン
吹
鳴

　

１
月
18
日
㈰ 

午
前
８
時

問
消
防
庶
務
課 

消
防
団
係

�

☎
７
８
２・０
８
６
０

信
濃
川
・
大
河
津
分
水
「
写
真
コ
ン

テ
ス
ト
」
の
入
賞
作
品
巡
回
展
示

国
土
交
通
省
北
陸
地
方
整
備
局

信
濃
川
河
川
事
務
所
で
は
、
信
濃

川
と
人
と
の
関
わ
り
・
暮
ら
し
を

テ
ー
マ
と
す
る
写
真
コ
ン
テ
ス
ト

を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
度
の
入

賞
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

期
間　
１
月
20
日
㈫
〜
25
日
㈰

会
場　
市
民
会
館
２
階 
市
民
ギ

ャ
ラ
リ
ー

問
建
設
課 

維
持
管
理
班

�

☎
７
７
３・６
６
７
４

種類 日時 会場 対象・定員・
費用など 内容・必要なもの 申込み・

締切など 問合せ

人権なんでも
相談所

2月8日㈰
13：00～16：00

（受付15：00まで）
働く婦人の家

・家庭内や親族・近隣間の悩みごとなどの相談
・いじめやあらゆる差別問題の相談
担当人権擁護委員
髙野輝幸〔今町〕、酒井由美子〔上一〕

ー
法務局
南魚沼支局
☎772・2164

弁護士による
無料法律相談

①1月15日㈭
②1月26日㈪
13：30～16：00

塩沢市民センター ５人（１人約30分）
マルチ商法や資格商法による消費
者トラブル、多重債務、不動産、
相続、離婚などの法律問題の相談。

①1月14日㈬
正午まで
②1月23日㈮
正午まで

消費生活センター
☎772・2541

国の行政運営に
関する相談

1月21日㈬
（毎月第3水曜日）
13：00～15：00

本庁舎２階
相談室

行政相談員が、国の行政に関する疑問や相談・意見を
聞き、制度や運営の改善に生かすための仕組みです。 ー

総務課
防災庶務班
☎773・6660

事業承継相談会
2月12日㈭
①13：00～14：00
②14：30～15：30
※毎月第2木曜日

本庁舎 北分館
301研修室

対象：市内事業者
定員：各回1事業者

事業承継に関する課題解決を支援
する公的な個別相談会。新潟県事
業承継・引継ぎ支援センターが相
談対応。中小企業の事業承継・事
業引継ぎの実務に精通した専門家
が秘密厳守で相談を承ります。

2月5日㈭
17：00まで
電話から申し
込み

商工観光課
☎773・6665

相
談
・
催
し
・
募
集

く
ら
し
・
健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

掲　
示　
板

市市からの
お知知らせ

問問合せ
申申込み
Ｆファックス

メール


